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「事業税における国外所得等の取扱いについて」の一部改正について

「事業税における国外所得等の取扱いについて」（平成１６年４月１日総税都第16号）の一部

を下記のとおり改正しますので、適切に対処されるようよろしくお願いいたします。

なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的な助言）に基づ

くものです。

記

別添「事業税における国外所得等の取扱いについての一部改正新旧対照表」の「改正前」

欄の下線部を「改正後」欄の下線部のとおりとする。
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事業税における国外所得等の取扱いについての一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

事業税における国外所得等の取扱いについて 事業税における国外所得等の取扱いについて

標記については、下記のとおり取り扱うことが適当と思われますので、貴職におか 標記については、下記のとおり取り扱うことが適当と思われますので、貴職におか

れては、この趣旨を御理解いただき、適切に運用願います。 れては、この趣旨を御理解いただき、適切に運用願います。

記 記

１ 略 １ 略

（外国の事務所又は事業所） （外国の事務所又は事業所）

２ 略 ２ 略

３ ２の「外国の事務所又は事業所」とは、地方税法施行令（以下３において「令」 ３ ２の「外国の事務所又は事業所」とは、地方税法施行令（以下３において「令」

という。）第２０条の２の１９に規定する内国法人が法の施行地外に有する恒久的 という。）第２０条の２の１８に規定する内国法人が法の施行地外に有する恒久的

施設に相当するものであること。 施設に相当するものであること。

なお、恒久的施設の範囲については、法第７２条第５号、令第１０条及び地方税 なお、恒久的施設の範囲については、法第７２条第５号、令第１０条及び地方税

法施行規則第３条の１３の３に規定されているものであること。 法施行規則第３条の１３の２に規定されているものであること。

４～２１ 略 ４～２１ 略


